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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　国際協力事業団は、インドネシア共和国実施機関との討議議事録（Ｒ／Ｄ）等に基づき、｢イ

ンドネシア優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画」を平成10年10月１日から５か年の計画で実施

しています。

　本プロジェクトの協力開始後３年目にあたり、事業の進捗状況及び現状を把握して中間評価を

行うとともに、相手国プロジェクト関係者及び派遣専門家に適切な指導と助言を行うことを目的

として、当事業団は、平成13年２月15日～28日まで、財団法人日本特産農作物種苗協会理事長　

清田安孝氏を団長とする運営指導調査団を現地に派遣しました。

　本報告書は、同調査団によるインドネシア共和国政府関係者との協議及び現地調査結果、中間

評価報告書等を取りまとめたものであり、本プロジェクトの円滑な運営のために活用されること

を願うものです。

　終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。

平成13年３月
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第１章　運営指導調査団の派遣第１章　運営指導調査団の派遣第１章　運営指導調査団の派遣第１章　運営指導調査団の派遣第１章　運営指導調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　1984年に米の自給を達成したインドネシア共和国（以下、インドネシアと略す）政府は、米以

外の主要作物（馬鈴しょ、大豆等）の生産の安定、増産を図るため、1992年10月から５年間にわ

たって、我が国のプロジェクト方式技術協力による「種子馬鈴薯増殖・研修計画」を西ジャワ州

において実施した。その結果、優良無病種馬鈴しょ生産に必要な栽培・増殖・種子検査技術をカ

ウンターパート（Ｃ／Ｐ）が習得したことが確認された。しかしながら、良質の種馬鈴しょを全

国に供給するシステムが未整備であり、その確立が急務となっている。

　このためインドネシア政府は、全国規模での馬鈴しょ増産を図るため、西ジャワ州を中心とし

た馬鈴しょ生産７州間の効率的な種馬鈴しょ増殖体系を確立したいとして、新たなプロジェクト

方式技術協力を我が国に要請してきた。

　この要請を受けＪＩＣＡは、1997年８月に事前調査団を、1997年11月に長期調査員を派遣し

た。これらの調査に基づき1998年９月、ジャカルタにおいて討議議事録（Record of Discussions：

Ｒ／Ｄ）の署名・交換が行われ、1998年10月１日から協力期間を５年間として、全国規模の増殖

体系のモデルとなる西ジャワ州の増殖体系整備を図るプロジェクトが開始された。また、協力開

始から約９か月が経過した1999年７月に運営指導調査団を派遣し、暫定実施計画（Tentative

Schedule of Implementation：ＴＳＩ）に基づく活動の調査、ＴＳＩの妥当性の検討、詳細

ＴＳＩ（ｄＴＳＩ）及びプロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）の作成を行った。

　今般、プロジェクト開始から約２年半が経過したところで、運営指導（中間評価）調査団が派

遣されることになった。その調査目的は次のとおりである。

(１) 現在までの協力活動の達成状況を、Ｒ／Ｄ、ＰＤＭ 、ｄＴＳＩに基づき、日本・イン

ドネシア側双方で合同評価する。

(２) 評価の結果を基に、協力期間を５年間で終了できるようにＰＤＭ及びｄＴＳＩを見直

し、必要に応じて変更を行う。

(３) プロジェクト実施運営上の問題点を調査し、しかるべき改善策を提案する。
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１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

担当業務 氏　名 所　　　属　　　先

総括／事業評価／ 清田　安孝 (財）日本特産農作物種苗協会　理事長

病害虫

増殖／栽培／流通 菅原　裕孝 農林水産省種苗管理センター胆振農場　生産管理部長

ＰＣＭ評価 長町　　昭 (財）国際開発高等教育機構　管理部　次長

計画管理 畔上　智洋 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

　調査期間：2001年２月15日（木）～２月28日（水）

月　　日

２月15日（木）

２月16日（金）

２月17日（土）

２月18日（日）

２月19日（月）

２月20日（火）

２月21日（水）

２月22日（木）

２月23日（金）

２月24日（土）

２月25日（日）

２月26日（月）

２月27日（火）

２月28日（水）

調査内容

移動

ＪＩＣＡインドネシア事務所打合せ

日本大使館表敬

農業省表敬

合同評価調査団打合せ

移動

専門家との打合せ

採種農家視察

西ジャワ州農業部表敬

種子検査所視察

原原種農場、原種農場視察

Ｃ／Ｐからの活動報告

合同評価調査団内の協議

合同評価調査団内の協議

ミニッツ作成

西ジャワ州農業部とのミニッツ協議

資料整理

移動

最終協議に係る団内打合せ

農業省とのミニッツ協議

中間評価報告書署名

ミニッツ署名・交換

日本大使館報告

ＪＩＣＡインドネシア事務所報告

移動

帰国

行　　　程

成田→ジャカルタ

ジャカルタ

ジャカルタ→バンドン

バンドン→パンガレンガン

→バンドン

バンドン

バンドン→パンガレンガン

→バンドン

バンドン

バンドン

バンドン

バンドン

バンドン→ジャカルタ

ジャカルタ

ジャカルタ→

→成田

日順

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者

［インドネシア側］

(１) 農業省園芸作物生産総局

総局長 Dr. Sumarno

総局官房長 Dr. Tom Edward M. Napitupulu

(２) 農業省園芸作物生産総局種苗局

局長 Mr. Suroto

野菜種子課長 Ms. Lily Waliyah Chalidin

係長 Ms. Sri Lestari

職員 Mr. Anton Awasi

(３) 西ジャワ州農業部

部長 Mr. Daddy Muljadi

園芸課長 Mr. E. Sulaeman

専門技術員 Mr. Sulaiman N.

(４) 第１種子検査所（ＢＰＳＢ）

主任検査官 Ms. Mariani Pradjadinata

検査官 Mr. Wawan Suwandi

検査官 Mr. Dedi Ruswandi

検査官 Mr. Dwi Yudi

(５) 原原種農場（ＢＢＩ）

場長 Mr. Nana Sumarna

研究係長 Mr. Mia Resmiati

生産係長 Mr. Eddi Rusbandi

生産係 Mr. Wawan Wintarasa

(６) 原種農場（ＢＢＵ）

場長 Mr. Dasep Sudarman

係長 Mr. Dody Mulyadi

職員 Mr. Didin
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(７) ＰＤアグリビジネス

社長 Mr. Deni Gumelar

部長 Mr. Entang Sastraatmadja

［日本側］

(１) 日本大使館

一等書記官　 作田　竜一

(２) 優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画派遣専門家

チーフアドバイザー　 片山　恵之

業務調整　 石川　武志

増殖／栽培　 三木　信雄

流通　 田中　　浩

短期専門家　 佐藤　政博

短期専門家　 山下　　博

短期専門家　 不破　秀明

(３) 農業省個別派遣専門家

食用作物政策助言

　アドバイザー 佐藤　正仁

(４) ＪＩＣＡインドネシア事務所

所長　 庵原　宏義

次長　 米田　一弘

所員　 星　　弘文
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１－５　中間評価の方法１－５　中間評価の方法１－５　中間評価の方法１－５　中間評価の方法１－５　中間評価の方法

(１) 合同評価調査団の構成

　中間評価は、本調査団員４名からなる日本側と、インドネシア側４名の調査団で合同

評価調査団を構成し、合同評価の形で行われた。

［インドネシア側調査団］

(２) 評価の方法

　評価についてはＲ／Ｄ、ｄＴＳＩ及びＰＤＭに基づいて、これまでの計画達成状況を

把握したうえ、プロジェクト・サイクル・マネージメント（ＰＣＭ）手法に基づく５項

目評価（実施の効率性、目標達成度、効果、計画の妥当性、自立発展性の見通し）を行っ

た。

　合同評価調査団はＪＩＣＡのフォーマットに基づいて、各活動、成果、プロジェクト

目標の達成度に５段階の評点（５が最高点）をつけた。なお、評点は現時点における各

活動の進捗状況や、成果及びプロジェクト目標の達成状況について、次表に従い点数化

した。

評点 達成度

１ 0～20％

２ 21～40％

３ 41～60％

４ 61～80％

５ 81～100％

担当業務

総括／計画評価

病害虫

評価分析

増殖／栽培／流通

氏　名

Dr. Ahmad Muslim

Ir. Atje Hikmat

Dr. Ir. Yul H.
Bahar

Dr. I. Nyoman Oka
Tri Jaya

所　属　先

Head of Section Asia Pacific and America, Bu-
reau of Planning and International Cooperation,
Ministry of Agriculture (MOA)
Head of Sub Directorate of Vegetable and Orna-
mental Plant Protection, Directorate of Horti-
culture Protection, MOA
Head of Section Analysis and Evaluation, Sub
Directorate of Planning, Secretariate of DGHOP,
MOA
Head of Sub Directorate of Bulb / Tuber Plant,
Directorate of Vegetable and Ornamental Plant,
MOA
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第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約

　本運営調査団（中間評価）は2001年２月15日～27日までインドネシアを訪問し、インドネシア

側と合同評価調査団を構成して、｢優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画」に係る中間評価を行っ

た。

　中間評価は、インドネシア政府関係者との協議、現地プロジェクト関係機関の調査・活動状況

把握、Ｃ／Ｐとの協議、種子生産農家インタビュー等を通じて行った。評価にあたっては、まず

ＰＤＭを改訂して、協力期間中に行うべき活動内容を明確化したうえで、プロジェクトの進捗状

況を評価するとともに、ＰＣＭ手法の評価５項目の観点から評価した。また、プロジェクトの今

後の展開に必要な事項を協議して提言を行った。

　これら合意事項は、中間評価報告書に取りまとめてインドネシア側調査団長と合意署名すると

ともに、同報告書内容を確認するミニッツ（付属資料１．）の署名を取り交わした。

　中間評価報告書の主な内容は次のとおりである。

(１) プロジェクト活動の進捗状況

１) 西ジャワ州における増殖技術及び病害虫防除技術の向上：圃場並びに網室栽培の技

術移転がほぼ達成されたほか、土壌病害虫防除技術の達成度が著しく、病害虫防除技術

の改善がこれに次ぐ。計画生産システムの確立や組織培養の技術移転も順調である。

２) 西ジャワ州における種馬鈴しょ生産者の栽培管理技術の向上：種馬鈴しょ生産者の

実態調査は十分に行われ、巡回指導、研修も着実に進んでいる。

３) 西ジャワ州における種馬鈴しょ流通体制の改善：種馬鈴しょ供給体制の実態調査も

それに次ぐ成果を上げているが、検査基準を全国へどう普及するかが課題。

４) 西ジャワ州における指導体制の強化：研修計画やカリキュラム、教材の改善と、北

スマトラ、中部ジャワ、西スマトラ、ジャンビ、東ジャワ、南スラウェシ各州の関係者

に対する研修は着実に進展している。

(２) ５項目評価

１) 実施の効率性：投入の量、質、タイミングはおおむね良好で、成果の達成に有効。

２) 目標達成度：おおむね良好に達成されつつあるが、生産はまだ不安定である。

３) 効果：西ジャワ州で本プロジェクトと並行して種馬鈴しょ生産拡大計画が開始され

るなど、正の効果が認められる。負の効果は認められない。

４) 計画の妥当性：インドネシアの園芸振興５か年計画に合致している。

５) 自立発展性の見通し：Ｃ／Ｐは優良種馬鈴しょの生産、検査をほぼ独力で実施でき

るまでになったが、地方分権化が自立発展を阻害する懸念がある。
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第３章　協力実施の経緯第３章　協力実施の経緯第３章　協力実施の経緯第３章　協力実施の経緯第３章　協力実施の経緯

３－１　要請内容と背景３－１　要請内容と背景３－１　要請内容と背景３－１　要請内容と背景３－１　要請内容と背景

　インドネシア政府は国家計画開発計画において、米以外の主要作物の代表として馬鈴しょの生

産の安定、増産を図るため、我が国の協力によって1992年から西ジャワ州を対象地域としたプロ

ジェクト方式技術協力による「種子馬鈴薯増殖・研修計画」を実施し、西ジャワ州において優良

種子馬鈴しょ増殖システムを確立した。同政府は、西ジャワ州の成果を基に、主要馬鈴しょ産地

をもつ他の５州で生産性の高い無病種子を自給するための新増殖システムを確立して、政府の目

標である全国規模での馬鈴しょ増産を図るため、これに必要なプロジェクト方式技術協力を我が

国に要請してきた。

３－２　調査団派遣状況３－２　調査団派遣状況３－２　調査団派遣状況３－２　調査団派遣状況３－２　調査団派遣状況

(１) 事前調査（1997年８月18日～30日）

 担当業務 　氏　名 　　　　　 　　　　所　　属　　先

総括／団長 原田　都夫 農林水産省種苗管理センター十勝農場長

協力企画 田中三千代 農林水産省経済局技術協力課プロジェクト管理係長

増殖／栽培 野口　　健 農林水産省種苗管理センター関西品質調査農場品種調査部長

病理／検査 相馬　伸俊 農林水産省横浜植物防疫所札幌支所室蘭・苫小牧出張所

次席植物検疫官

研修／流通 矢野　哲男 農林水産省農産園芸局畑作振興課課長補佐

技術協力 森口加奈子 ＪＩＣＡ農業開発協力部農業技術協力課

　調査概要は次のとおりである。

１) インドネシア側は、当初、西ジャワ州の増殖体系と同じものを他州にも同様に構築

したいと提案したが、調査団側からは、予算、人材の両面における制約、さらには通常

５年というプロジェクト期間の時間的制約の中では達成が困難である旨説明した。

２) 効果的に全国的な増殖・流通体系を構築するには、西ジャワ州のＢＢＩで人材養成

のための研修体制の強化を図るとともに、中部ジャワ州と北スマトラ州にＢＢＩを設置

し、ここで西ジャワ州のＢＢＩから提供を受けたＧ０を増殖し、その他の州（西スマト

ラ州、東ジャワ州、南スラウェシ州）を含めたＢＢＵに配布するというシステムについ

て合意した。

３) インドネシア農業省は、円借款により全国展開に必要な施設整備を行い、次期プロ

ジェクトとタイアップすることとした。
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４) 協力の基本計画についてミニッツにまとめ、署名・交換した。

(２) 長期調査（1997年11月30日～12月13日）

　担当業務 　氏　名 　　　　　 　　　　所　　属　　先

総括 片山　恵之 農林水産省種苗管理センター嬬恋農場長

病害虫／栽培 片山　克己 前長期専門家

種子検査 相馬　伸俊 農林水産省横浜植物防疫所札幌支所室蘭・苫小牧出張所

次席植物検疫官

流通 高橋　　進 十勝農業協同組合連合会調査役

技術協力 森口加奈子 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

　調査概要は次のとおりである。

１) 事前調査で確認された基本計画の内容の一部見直しを行ったほか、Ｃ／Ｐ機関、管

理運営体制、長期専門家の分野、合同調整委員会、ＴＳＩ、研修対象者の範囲等の内容

について新たに策定し、ミニッツにまとめ署名・交換した。

２) 北スマトラ州及び中部ジャワ州の州政府、ＢＢＩ、ＢＢＵ、ＢＰＳＢをＣ／Ｐ機関

として位置づけたうえ、西ジャワ州における研修への参加に加えて、必要に応じて専門

家による直接指導や日本での研修を行うとともに、軽微な機材の供与もできるようにす

る必要性があるとされた。

３) 研修対象州にジャンビ州を加えることで合意した。

(３) Ｒ／Ｄの署名・交換（1998年９月３日）

　概要は次のとおりである。

１) 実施協議調査団は派遣せず、長期調査の結果を基にジャカルタにおいてＪＩＣＡイ

ンドネシア事務所長とインドネシア農業省食用作物園芸総局長との間で、Ｒ／Ｄの署

名・交換が行われた。

２) Ｒ／Ｄに基づき、本「インドネシア優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画」プロジェ

クトを1998年10月１日から開始した。
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(４) 運営指導調査（1999年７月18日～28日）

　担当業務 　氏　名 　　　　　 　　　　所　　属　　先

団長 森　　元幸 農林水産省北海道農業試験場馬鈴しょ育種研究室室長

流通システム 森田　晃弘 ホクレン農業協同組合連合会種苗課課長補佐

技術協力 森口加奈子 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

　調査概要は次のとおりである。

１) プロジェクト立ち上げ後９か月が経過した時点で、プロジェクト開始後の活動の進

捗状況の把握、今後の具体的な活動についての協議を行った。

２) ｄＴＳＩ、ＰＤＭを作成し、西ジャワ州以外の６州におけるプロジェクト活動のフ

レームワークに合意した。これらをミニッツにまとめ、署名・交換した。
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第４章　プロジェクト活動の進捗状況第４章　プロジェクト活動の進捗状況第４章　プロジェクト活動の進捗状況第４章　プロジェクト活動の進捗状況第４章　プロジェクト活動の進捗状況

　専門家及びＣ／Ｐとの協議により、プロジェクト開始から中間時点までの活動の実績と評価を

行うとともに、今後の活動計画を策定した。なお、文中の評点については、１－５（２）による

ものとする。

４－１　西ジャワ州における増殖技術及び病害虫防除技術の向上４－１　西ジャワ州における増殖技術及び病害虫防除技術の向上４－１　西ジャワ州における増殖技術及び病害虫防除技術の向上４－１　西ジャワ州における増殖技術及び病害虫防除技術の向上４－１　西ジャワ州における増殖技術及び病害虫防除技術の向上

４－１－１　増殖技術の改善

　1997年の前プロジェクト（種子馬鈴薯増殖・研修計画）終了後、ＢＢＩ及びＢＢＵの生産

は、インドネシア経済危機による国家予算の支出の遅れ、通貨ルピア（Rp）の大幅下落による

物価の上昇等で多大な影響を受けた。このために生産スケジュールは遅れ、センチュウ害の影

響で生産状況は悪化していた。本プロジェクトでは現状の把握と問題点の改善にむけた取り組

みが行われ、生産量の増加と安定のための指導により、増殖技術の改善目的はほぼ達成され

た。

(１) 計画生産システムの確立（ＢＢＩ、ＢＢＵ）

　本プロジェクトの生産システムはＧ０～Ｇ４までの５回の増殖により、一般農家に種

馬鈴しょが販売されることになっている。このためには栽培期間３か月、休眠期間５か

月とすると３年４か月かかって種馬鈴しょが準備されることになる。

　熱帯にあるインドネシアでは温帯地域と異なって冬の季節がないため、連続した栽培

が可能になる。逆に生産を律することができない。温帯では栽培が遅れても気温の低下

と日長の短日により塊茎形成が誘導されるし、春には気温の上昇により自動的に休眠が

あけることになる。しかし、連続した栽培が可能な熱帯においてはこのようなことは起

こらず、栽培が遅れればそのまま遅れ、次回の生産も自動的に遅れる形となり、遅れが

積み重なると最終的には採種農家が必要としない時期に種馬鈴しょが生産されることに

なる。このため生産スケジュールの管理は非常に重要である。

　前プロジェクトでは生産の確立に重点が置かれていたが、本プロジェクトでは採種農

家の栽培に適した時期にＧ３を計画的に生産、配布できるようにするために、Ｇ０～Ｇ３

までの各段階を通じた合理的生産スケジュールの作成方法の確立について技術移転が行

われた。最初は各サイトで生産スケジュールの調整を行った。さらにＢＢＩ、ＢＢＵ、

州農業部（ＤＩＮＡＳ)、ＢＰＳＢにより生産スケジュール会議を開催し、各バッチ別生

産スケジュール表が作成された。これにより各Ｃ／Ｐの生産スケジュール維持への努力

が見られるようになった。また、生産スケジュールの調整に必要な技術として、ＢＢＵ
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においても灌漑施設（井戸、貯水池）の整備により乾期生産が可能になりつつある。

　生産スケジュールは上流部分に規制されるため、ＢＢＵが採種農家へ決まった時期に

Ｇ３を供給するためには、ＢＢＩでの生産スケジュールの管理が重要である。今後恒久

的にスケジュールを作成し、管理して行く必要があるであろう。現在、ＢＢＩ、ＢＢＵ

が個々の生産スケジュールで栽培しているＧ０～Ｇ３を一括管理していくシステムを確

立するため、今後は生産スケジュールの修正を含めたモニタリング管理体制の改善指導

をする。また、ＢＢＵにおける乾期栽培体制はまだ不十分なので、灌漑や生産資金等の

整備強化を指導する。本項目の達成度は「３」と評価された。

(２) 圃場栽培技術の改善（ＢＢＩ、ＢＢＵ）

　ＢＢＩのＧ２生産圃場面積は１ha、ＢＢＵのＧ３生産圃場面積は５ha～６haである。

　栽培における問題点として、塊茎サイズの大きい馬鈴しょが約半数近くを占めていた

こと、塊茎サイズを制限すると生産量（重量）が減少することが明らかになっていた。

　種馬鈴しょ生産の改善には、圃場における茎数管理を導入する必要性があったことか

ら、十分な浴光育芽を行い、種馬鈴しょの茎数を確保し、単位面積当たり茎数（株数）

を30万～35万本／haに増加したことによって、種馬鈴しょの個数確保が可能となった。

さらに塊茎サイズを管理するために、収量調査をこまめに行うことによって、種馬鈴しょ

生産量の改善が図られた。

　ＢＢＩでは浴光育芽を確実に行うため、浴光育芽室を備えた倉庫（50m2×２階）の建設

を行った。この倉庫の１階は窓に遮光用の戸が備えられ、収穫から休眠開けまでの保管

に使用できる。２階の窓には金網とスクリーンによって風通しが確保されるとともに、

寒冷紗によって日光も調節でき、十分な浴光育芽を行えるように改善された。

　ＢＢＵでも栽培面積に応じた浴光育芽室を備える倉庫（200m2×２階）が１棟建設され

ていた。なお、ＪＩＣＡが建設した倉庫（200m2）は浴光育芽もできるように２階建てに

改装されていた。倉庫の建設や改装の費用及び浴光育芽に必要なコンテナ（約4,000個）

は、ＢＢＵ独自予算によって確保されていた。以前は灌漑設備が十分でなく、乾期の栽

培が困難だったがＢＢＵは独自に貯水池の確保、井戸の掘削により圃場への水供給を改

善し、乾期の生産ができるようになった。しかし、灌水の供給はいまだ十分な量ではな

く、さらに努力する必要がある。

　これらの技術改善指導によりＢＢＩ、ＢＢＵでの圃場生産は改善され、Ｇ２、Ｇ３生

産量は15ｔ～20ｔ/haで安定しつつある。塊茎サイズについても改善され、種馬鈴しょ適

正サイズの塊茎が多数を占めるようになった。今後は、基本的にＢＢＩ、ＢＢＵのスタッ

フのみで種馬鈴しょ生産を行う体制に徐々に移行していく。
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　圃場栽培技術の改善における技術移転はほぼ達成された。よって本項目の達成度は

「５」と評価された。

(３) 網室栽培技術の改善（ＢＢＩ）

　ＢＢＩでの網室栽培は、スクリーンハウスＡによるＧ０生産とスクリーンハウスＢに

よるＧ１生産が行われている。Ｇ０生産はベッドを利用した栽培、Ｇ１生産は網室内の

露地栽培によって行われており、使用される土壌と堆肥は蒸気消毒により殺菌されてい

た。

　プロジェクト開始後、Ｇ０を生産するスクリーンハウスＡにおいて、生産状況の調査

を行った。この結果、生産量が不足していることが明らかになった。電照栽培導入によ

る長日処理により茎葉の生育を促進し、挿し木用のスティック採集本数を増産させると

ともに、2000年１月～３月に短期専門家による挿し穂増産技術の指導及び技術移転が行

われ、ほぼ無限に生産できるようになった。また、電照を中止することで短日条件に戻

すことが可能であり、塊茎形成促進ができる。これらを組み合わせることにより、挿し

木による増殖と塊茎生産が自由に行えるように改善された。さらに、長日条件下で茎葉

を促進すること、生育後期の灌水を改善指導することで、栽培期間の延長が可能となっ

た。これにより、以前は大きくても10ｇ前後であった塊茎も大幅に肥大するようになり、

生産量も飛躍的に増加した。

　西ジャワ州でのＧ０の生産量は１回の生産で13万4,000個と自州使用分を含めて、既に

十分な生産力を有するようになった。北スマトラ州、中部ジャワ州に供給されるＧ０種

馬鈴しょ量は、年２回で１回当たり各7,500個、合計３万個となっており、２州にはＧ０

の種子がスムーズに供給されＧ１栽培が行われている。

　Ｇ１を生産するスクリーンハウスＢにおける成果は、灌水装置の整備、それによる生

育期間の延長と茎数管理が可能となったことである。茎葉が生長した生育後期に灌水量

が不足し、早期に枯凋していた。生育後期の灌水法を改善し、市販ホースと塩ビパイプ

を利用した簡易型の灌水施設を作成した。これによって十分な水が供給されるようにな

り、生育期間を延長できるようになった。さらには収量の増加に向けた茎数管理を行い、

十分な茎数を確保した栽培ができるようになった。また、灌水施設の整備前は人力によ

る灌水が行われていたが、施設整備後は作業者が頻繁に畦間に入る必要がなくなり、植

物を傷つけることもなくなった。以上により塊茎数と生産量は大幅に改善され、最近の

バッチでの生産量は７万2,000個（4,600kg）である。

　今後は、基本的にＢＢＩのＣ／Ｐのみで種馬鈴しょ生産を行う体制に徐々に移行し、

専門家はアドバイスを行うだけにとどめていく予定である。
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　本項目に関する活動はほぼ達成されており、達成度は「５」と評価された。

(４) 組織培養増殖技術の確立（ＢＢＩ）

　組織培養技術の移転は、ウイルスフリーにしたＧ０生産の種子として供給されること

になっており、組織培養増殖に必要なクリーンベンチやオートクレーブなどの、必要な

機材の導入を行い、実験室の整備は終了している。また、Ｃ／Ｐは1999年３月から３か

月間の日本での研修を終了している。

　組織培養技術は基本的には、短期専門家による技術移転が行われることになっている。

1999年９月～12月にかけて、既に組織培養の基本的な取扱技術、培地作成、ウイルスフ

リー化のための茎頂培養技術移転が行われた。2001年１月～３月の予定でウイルス検査

技術と安価な増殖用培地の開発に向けて技術移転する計画で取り組まれている。Ｃ／Ｐ

への技術移転はスムーズに受け入れられ、茎頂培養から馴化までの一連の課程はほぼ理

解されている。

　今後は、2001年度に大量増殖と馴化技術における技術指導が行われる予定である。

　本項目における技術移転は順調に進んでおり、達成度は「３」と評価された。

(５) 前記項目のマニュアル作成（ＢＢＩ、ＢＢＵ）

　前記の各項目内で、茎数管理や浴光育芽による茎数確保、電照栽培による挿し木生産

の改善、灌水装置の整備、組織培養技術等が行われた。改善が終了した技術について資

料・写真などの準備が開始されており、順次計画生産システムマニュアル、圃場栽培技

術マニュアル、網室栽培技術マニュアル、組織培養増殖マニュアルの作成または改訂を

行う予定である。

　マニュアル作成は準備段階にあり、本項目の達成度は「２」と評価された。

４－１－２　病害虫防除技術の改善

(１) ウイルス病及びアブラムシ類の防除技術の改善

　馬鈴しょの最大減収要因の１つはアブラムシにより伝染される各種ウイルス病である。

本プロジェクトにおける増殖システムは、網室で増殖したウイルスフリー株について圃

場で数段階の増殖を行うが、その際、ウイルスの再感染を最小限にする必要がある。

　このため、ウイルスの再感染防止策を目標に、ＢＢＩ、ＢＢＵを拠点に圃場での増殖

と防除の関係を把握するため、２名の短期専門家も加わり、①アブラムシの種類別飛来実

態の定期的・継続的発生消長調査、②防除技術改善の技術移転が行われた。

　①アブラムシの定期的・継続的発生消長調査では、種類の判別・同定方法、生態的特
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徴と増殖メカニズム、飛来量調査等の、②防除技術の改善では、薬剤や物理的方法による

防除技術、ウイルス株の抜き取り方法の改善、次代検定、圃場環境整備等の技術移転が行

われた。

　これらの結果、Ｃ／Ｐ及びスタッフは、アブラムシの重要４種類の判別技術を習得し

たが、さらに経験を積めば、完全に識別できる段階に達するであろう。アブラムシ類の

生態についても圃場観察・調査、飼育を通じて基本的な理解ができた。黄色水盤による

継続的飛来調査、圃場調査ができるようになり、調査・記録方法、データの整理方法の

理解も進んだ。これら発生消長調査は今後も継続して実施される必要がある。

　ウイルス病及びアブラムシ類の防除技術の改善のため、有効薬剤の選択、散布薬剤の

効果確認法、忌避資材の活用による防除法などの化学的・物理的防除法、ウイルス病株

の抜き取り方法の改善が進み、ウイルス株の鑑別精度が向上し残存率も改善された。ウ

イルスの次代検定技術、種馬鈴しょ生産の隣接圃場において馬鈴しょ栽培を回避する圃

場環境整備策等についての理解が進んだ。薬剤による防除技術の改善は今後も引き続き

実施される。また、最終年度には防除技術全体の評価が必要になる。

　これら技術移転により直接、間接にウイルス病感染率の低減、それによる品質向上に

貢献するものと期待されるところから、本項目の達成度は「４」と評価された。

(２) 土壌病害虫の防除技術の改善

１) ネコブセンチュウの被害軽減技術の改善

　ネコブセンチュウは最も被害の著しい病害虫の１つであり、３名の短期専門家を加

えて、ＢＢＩ、ＢＢＵ、ＢＰＳＢにおいて緊急に対策が講じられた。

　ネコブセンチュウの被害軽減対策のため、ネコブセンチュウの同定技術（種の同定

方法)、圃場での密度調査技術（土壌診断方法)、休耕完全除草体系（圃場管理方法）

や対抗植物の導入によるネコブセンチュウ被害軽減技術（対抗植物利用方法）等の技

術移転が行われた。

　これらの結果、Ｃ／Ｐの技術は、重要なネマトーダ種の同定が可能な段階に到達し

た。各サイトとも土壌診断が行えるようになったほか、植え付け前の診断で植え付け

適否を判定できることを理解した。

　また、植え付け前の休耕・完全除草がネコブセンチュウの密度低下に有効で、被害

率が顕著に低下することが実証された。対抗植物の導入試験の結果、有効な品種が選

定され、今後経験を蓄積することにより、対抗植物の利用が可能な段階に到達した。

　ネコブセンチュウの緊急対策の確立と技術移転はほぼ完了し、ＢＢＩ、ＢＢＵにお

けるネコブセンチュウ問題は収束しつつあるが、今後、これらネコブセンチュウ防除
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技術改善のため、圃場での定期的土壌検診の継続実施、雨期における除草方法の改善、

対抗植物の実用化の検討などの継続が必要になる。最終年度には防除技術全体の評価

が必要になる。

２) そうか病の被害軽減対策の改善

　ＢＢＩで多発したそうか病の被害軽減対策の改善のため、この圃場での発生は網室

からの種馬鈴しょ伝染の可能性があることを助言した。実際には乾期で発生して種馬

鈴しょに伝染していても、次代は雨期に栽培されるため発生は少ないが、今後網室の

土壌交換が望ましい。

　以上より、ネコブセンチュウの緊急対策の確立と防除技術移転がほぼ完了したこと

から本項目の達成度は「５」と評価された。

(３) その他病害虫の防除技術の改善

　疫病、青枯病、乾腐病、ジャガイモガ、ミナミキイロアザミウマ、レタスハモグリバ

エなど重要病害虫の防除技術については、その発生の都度指導・助言した。

　レタスハモグリバエに関する防除技術の改善に対しては、現在特別の対応が行われて

いないが、今後、短期専門家の派遣が必要になる。

　疫病は馬鈴しょ生産上最も重要な病害であるが、薬剤による防除法が確立されている。

防除がＣ／Ｐにより的確に行われているかどうかを確認し、必要な指導を行った。青枯

病は減少傾向にあるが、防除には一般的には数年間の輪作期間が必要である。熱帯にお

いては1.5年に１度の輪作作付が有効であることを確認した。ミナミキイロアザミウマは

薬剤防除技術が確立されているが、圃場の見回りの徹底を指導した。ジャガイモガにつ

いては被害を最小限にする方法が確立されている。貯蔵倉庫へのガの侵入を防ぐ技術を

指導・助言した。

　これらのことから本項目の達成度は「３」と評価された。

(４) マニュアルの作成

　前記項目のマニュアル作成は今後行われる予定であるが、現在、前記病害虫防除技術

の改善と並行して、マニュアル作成のためのデータなど資料整理が進んでいる。

　これらのことから本項目の達成度は「２」と評価された。
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４－２　西ジャワ州における種馬鈴しょ生産者の栽培管理技術の向上４－２　西ジャワ州における種馬鈴しょ生産者の栽培管理技術の向上４－２　西ジャワ州における種馬鈴しょ生産者の栽培管理技術の向上４－２　西ジャワ州における種馬鈴しょ生産者の栽培管理技術の向上４－２　西ジャワ州における種馬鈴しょ生産者の栽培管理技術の向上

４－２－１　種馬鈴しょ生産者への指導体制の確立

(１)  種馬鈴しょ生産者の実態調査

１) 実態調査

　西ジャワ州の一般状況と種馬鈴しょ生産並びに種馬鈴しょ流通の実態調査を行い、

その現状と課題に関する報告書を作成した。

　この中で特に重要な事項は次のとおりであった。

・種馬鈴しょ生産農家の基本的な採種栽培管理技術が徹底しておらず、多様であ

る。

・種馬鈴しょ生産農家に対する現地指導体制が未整備である。

・営農資金の確保が大きな課題となっている。

　種馬鈴しょ生産者の実態はほぼ把握され、必要なデータが得られ、調査の結果を踏

まえて、種馬鈴しょ生産者への生産指導、種馬鈴しょ生産技術の普及等について取り

組みが行われている。

　種馬鈴しょ生産者の実態について必要に応じて補足的な調査を行う予定である。

　本項目の達成度は「５」と評価された。

２) 採種農家との意見交換内容

　本項の関連で、バンドン県（チビディ、クレタサリ、パンガレンガン)、ガルット県

（ガルット）の各都市から集合した６人採種農家と意見交換を行った。その主な内容

は次のとおりである。

・ ＢＢＵが国産種馬鈴しょを販売するまでは、ドイツ、オランダからの輸入種馬

鈴しょを購入しなければならず、輸入種子は高すぎた。自分で種馬鈴しょを作れ

ば、品質がよく、安いものが作れるということを期待して採種農家になった。

・ＢＢＵができてからは、品質がよく、価格の安い（輸入種子の半値程度）種馬

鈴しょが購入できるようになった。

・種馬鈴しょの栽培面積を増やしたいが、予算がないことと、農地が借地であり

圃場の確保が難しいことから面積を増やせない。

・2001年度は採種栽培を初めて行ったので面積は少ないが、できれば来年からは

増やしていきたい。

・種馬鈴しょの指導価格はＤＩＮＡＳの価格決定会議（招集範囲：地方機関、

ＢＢＩ、ＢＢＵ、種子生産農家、一般農家）が決めている。

・１kg当たりの馬鈴しょ価格はＧ３の買値9,300Rp、Ｇ４の売値6,000Rp、食用い

もの市場価格2,000Rpである。
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・種馬鈴しょの販売はマーケット販売と一般農家への直接販売がある。

・採種農家の１ha当たり収量は、９ｔ～12ｔであった。

・ジャガイモガの防除対策が問われ、通気口などを完全に目張りすることを専門

家が指導した。

・種馬鈴しょを栽培する技術は、最初にＢＢＩで研修を受け、栽培期間中は直接

ＢＰＳＰが指導してくれた。

　各農家は、ＢＢＩで行われた技術指導研修は大変よいといい、優良種馬鈴しょ増殖

手法マニュアル、浴光育芽技術マニュアルに沿った答が次々と返ってきた。また、

ＢＢＵの種馬鈴しょ栽培スケジュールを改善してもらい、乾期における種馬鈴しょの

出荷を考えてほしいと、生産に前向きの要望も出た。

３) 採種農家チュチュ氏（チビディ）の種子貯蔵庫視察

・12月に6.28haの圃場から収穫された馬鈴しょで、収穫量は105ｔあり、選別後55ｔ

は食用馬鈴しょとして出荷済みであった。倉庫内には重量別に選別された種馬鈴

しょ50ｔが整然と並び木箱に保管されていた。なお、２月10日にＢＰＳＢによ

り種子検査は終了済みとのことであった。

・倉庫は父親から借りており、短期専門家の提案で採光、換気の改造を行ったと

いう。倉庫の増設を行う予定であると言っていた。しかし、屋根と壁の間に隙間

があったり、換気口の防虫対策がなされておらず、ジャガイモガの侵入が起こっ

てからでは大変だとして、防虫ネットの取り付けを専門家が指導していた。

・チュチュ氏は種馬鈴しょの販売後、販売先から種馬鈴しょの質や収穫量の情報

収集を行うとともに販売先へのフォローアップをきちんと行いながら、種馬鈴

しょ購入の打診を行っているとのこと。

・パンガレンガンの種馬鈴しょは優良であるとの情報が口コミで広がり、他州か

らの買い付けもあるという。

・他州からまとまった注文がくれば出荷もしており、広域範囲に国産検査証付き

種馬鈴しょの流通が行われ始めている。

４) 考察

　採種農家に優良種馬鈴しょ増殖手法マニュアルや浴光育芽技術マニュアルがよく理

解されており、種馬鈴しょ栽培における圃場管理や栽培技術に大きな問題はないと思

われる。また、全国種子検査基準における品質の確保が徹底されている。しかし、ジャ

ガイモガ対策の徹底など、病害虫に対する効果的防除方法の指導及び啓蒙が必要であ

る。
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(２) 種馬鈴しょ生産者への巡回指導

　実態調査の結果を踏まえて1999年10月から、採種農家を対象にＤＩＮＡＳ及びＢＰＳＢ

が中心となって種馬鈴しょ生産者に対する生産指導が行われていた。

　最初は生産指導を行う人材育成のため、専門家による農家指導に合わせてＤＩＮＡＳ

やＢＰＳＢのＣ／Ｐが同行し、相互に体験する手法で技術移転を指導した。種子の予措

管理技術（浴光育芽による茎数確保と塊茎サイズの小型化）について短期専門家により

集中的に指導が行われた。特に育芽施設については既存の施設（貯蔵庫、空き宿舎）の

活用等による、できるだけ金をかけない方法を指導する配慮が行われた。その結果、各

Ｃ／Ｐは浴光育芽技術や施肥、防除、病害虫の判定等基礎的な知識を習得して、的確な

農家指導ができるようになった。また、ＤＩＮＡＳと連帯して県農業部の職員、県駐在

検査官が農家指導に参画し、技術習得が行われ、指導体制が構築されつつある。

　採種農家への種馬鈴しょ栽培マニュアルは、Ｃ／Ｐが作成し専門家が校正したのち、

優良種馬鈴しょ増殖手法マニュアル（改訂版）と浴光育芽技術マニュアルを2000年９月

に作成した。

　今後もＤＩＮＡＳ、ＢＰＳＢのＣ／Ｐが中心となり、採種農家への巡回指導の回数を

増やすとともに、ＢＢＩ、ＢＢＵのＣ／Ｐの参画により、浴光育芽技術の普及など栽培

技術の向上による安定生産をめざした指導を行い、採種農家指導体制を強化していく。

　このプロジェクトにおける成果はほぼ半分達成されており、本項目の達成度は「３」

と評価された。

(３) 種馬鈴しょ生産者及び生産指導者への研修の実施

　種馬鈴しょ生産者の技術向上を図るため、採種農家候補を対象にした研修コースが３

回実施（1999年10月、2000年３月、７月）され、53人が受講した。さらに、既存の採種

農家を対象にしたスキルアップ研修コースがＢＰＳＢで実施（2001年２月）され、14人

が受講した。これまでに州農業部が実施した採種農家研修を受講し、資格を有する農家

は186名に達しているものの、継続的に採種栽培をしている農家は10名にも満たない状況

にある。これは原種の栽培面積が少ないことによる種馬鈴しょ不足から、新たに栽培を

希望しても種馬鈴しょの割り当てが難しいことや、生産経費が高いという経済的理由か

ら断念した者が多いためと考えられている。今後の課題として、研修生については将来

的に採種生産を行い得るよう能力のある農家を選ぶ工夫も必要である。

　採種農家に対する指導体制の強化及び国産証明種子の普及啓蒙を図る生産指導者研修

として、県・郡農業部の職員を対象とした種馬鈴しょセミナーがＤＩＮＡＳで１回（1999

年11月)、ＢＢＵで１回（2000年９月）実施され、それぞれ60人が参加した。また、県駐
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在検査官に対する研修コースがＢＰＳＢで３回開催（2000年３月、10月に２回）され、

延べ21人が受講し、プロジェクト活動に対する理解と協力体制が促進された。種馬鈴しょ

生産者及び生産指導者への研修を継続実施し、生産者の技術向上に努めるとともに指導

体制の強化に進める予定である。

　このプロジェクトにおける成果はほぼ半分達成されており、本項目の達成度は「３」

と評価された。

４－２－２　種馬鈴しょ生産者圃場での生産・管理

実証展示圃の設置と運営

　種馬鈴しょ生産技術の普及と新たな採種農家の育成を目的として、ＤＩＮＡＳが中心とな

り「種馬鈴しょ栽培実証展示圃事業」を進め、1999年度に３か所（クレタサリ、チビディ、

シスルパン)、2000年度に２か所（クニンガン、スカブミ）と、主要馬鈴しょ産地５か所

16haに展示圃が設置され、中核的な採種農家グループが育成されつつある。

　実証展示圃の管理は採種農家自身が行うが、ＤＩＮＡＳが企画と全般的指導、ＢＰＳＢが

技術面での支援を行い、県農業部と県駐在検査官も農家指導に参画して、採種生産安定と供

給体制の整備が図られつつある。

　また、2000年度には浴光育芽技術に関する実証展示圃をＢＢＵに設置し、９月に啓蒙普及

のためのセミナーを実施した。

　実証展示圃の内容について見直しを検討中である。候補としては育芽技術の改善を目的と

した実証展示（施設面での整備を含め検討)、防除技術の改善を目的とした実証展示（防除

機械の整備を含めて検討)、収穫後の保管技術についての実証展示等である。今後も展示に

よる種馬鈴しょ生産技術の普及啓蒙を伸展していく。

　本項目は達成されるべき活動の半分に到達しており、達成度は「３」と評価された。

４－３　西ジャワ州における種馬鈴しょ流通体制の改善４－３　西ジャワ州における種馬鈴しょ流通体制の改善４－３　西ジャワ州における種馬鈴しょ流通体制の改善４－３　西ジャワ州における種馬鈴しょ流通体制の改善４－３　西ジャワ州における種馬鈴しょ流通体制の改善

４－３－１　種馬鈴しょ需給計画作成手法の確立

需要に基づいた種馬鈴しょ供給計画の策定

　西ジャワ州のＢＢＩを頂点とした、７州からなるピラミッド構造の配布体系に沿って、種

馬鈴しょが円滑に流れるための供給計画作成手法について指導を行った。2000年９月、農業

省主催で第１回全国種馬鈴しょ需給調整会議が７州の参加を得て開催され、配布体系に沿っ

て各州の需要に基づいた配布計画が策定された。

　Ｇ０配布は、本プロジェクト開始以降西ジャワ州から北スマトラ州及び中部ジャワ州にこ

れまで４回配布されている。また、Ｇ１配布は北スマトラ州から西スマトラ州へ１回、中部
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ジャワ州から東ジャワ州及び南スラウェシ州に１回配布済みである。

　これからも、全国種馬鈴しょ需給調整会議を継続実施し、各州の需要に基づいた配布計画

が進展するよう改善していく。

　本プロジェクトにおいて需給調整会議が開催され、配布計画が策定されるとともに各州に

配布が始まっているので、本項目の達成度は「２」と評価された。

４－３－２　種馬鈴しょ供給体制の改善

(１) 種馬鈴しょ供給体制の実態調査

１) 調査概要

　西ジャワ州における種馬鈴しょの供給体制の概要を1999年に調査した。また、2000

年８月～10月に輸入種馬鈴しょ及びローカルシードの流通実態について、ローカルコ

ンサルタントを活用し、バンドン県及びガルット県で詳細な調査を実施した。

　供給体制で明らかとなった主要な問題は次のとおりである。

・種馬鈴しょ生産農家が地域的に偏っており、種馬鈴しょの域内流通の効率化が

図られていない。

・採種農家は生産から販売まで個々が独自に行っており、共同化・組織化が進ん

でいない。

・ＤＩＮＡＳの種馬鈴しょ増殖事業総体の事務のシステム化が未整備である。

２) 調査結果

　輸入種馬鈴しょ及びローカルシードの流通実態で明らかになったことは次のとおり

である。

・輸入種子の流通システムは基本的には、バンドン県で４タイプ（６種類)、ガ

ルット県で２タイプであった。

・種馬鈴しょの内訳は輸入種子40.5％、ローカルシード59.5％であり、馬鈴しょ

の品種はグラノーラがほぼ100％であった。栽培については、年の作付回数２回

が17％、３回が50％、４回が33％と多様であった。

・種馬鈴しょの販売は輸入種子が市場100％、ローカルシードは市場37.2％、直接

農家62.8％である。支払いは輸入種子が現金92.8％、貸付7．2％、ローカル

シードは現金59.3％、貸付40.7％であった。1999年における種馬鈴しょの価格

は、輸入種子１万6,125Rp/kg、ローカルシード6,425Rp/kgであった。

・種馬鈴しょ購入理由で最も多かった答えは、輸入種子は品質がよいが90％、

ローカルシードは価格が安いが77％であった。

・証明種子を知っている人は71％、知らない人は29％であった。
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　輸入種子とローカルシールドの流通実態は、先に行われた供給体制の実態調査を裏

付けるものとなっていた。これからも種馬鈴しょ供給体制の実態について、補足的に

調査を実施する。

　以上、西ジャワ州の種馬鈴しょ供給体制の現状、問題点がほぼ調査された訳ではあ

るが、今後も必要性が出てくる可能性があるので、本項目の達成度は「４」と評価さ

れた。

(２) 種馬鈴しょ供給体制の改善

　Ｇ０～Ｇ４の各段階を通じる種馬鈴しょが計画的に供給されるように、バッチ別生産

配布スケジュールの調整や価格設定、規格品生産の誘導、重量の公正取引等ＤＩＮＡＳ

の管理体制の強化について指導した。供給体制の必要性をＤＩＮＡＳが理解し、事業推

進の構築に向け、Ｃ／Ｐの下に1999年７月からスタッフ１名が配置され、プロジェクト

担当スタッフは３名となった。また、本来ＢＢＵは原種の生産のみならず流通に関する

事業も担わなければならないが、流通業務に関しては低調であった。今後の原、採種生

産の安定と効率的な流通体制の整備を図るためには、ＢＢＵのマーケティング体制の強

化が肝要であるため、2000年６月に州農業部、ＰＤアグリビジネス、ＢＢＵ、専門家に

より協議・検討の結果、ＢＢＵに流通係を新設するとともにＣ／Ｐを配置して、Ｇ３の

マーケティングについて指導を開始し、改善が図られてきている。なお、2000年１月か

らの食用馬鈴しょ価格の長期暴落による影響で、種馬鈴しょの需要が厳しい状況にあっ

たこと等から、流通は当初予定どおりいかなかった。しかし、これはインドネシアの経

済危機によるスペシャルケースであり、プロジェクト活動外の要件であると認識してい

た。

　実証展示圃事業を通じて、西ジャワ州の主要馬鈴しょ生産地域に中核的採種農家グルー

プが育成されたことにより、流通体制の条件が整備されてきている。

　Ｇ４の需要拡大対策として一般馬鈴しょ栽培農家を対象に、青空教室を開催（1999年

はシスルパンとクレタサリで各70人、2000年はクニンガン130人とスカブミ70人参加）

し、国産証明種馬鈴しょの優秀性と種子更新の重要性について啓蒙が図られた。また、

実需者への浸透、ニーズ拡大を目的としたＧ４の試験的配布による「証明種馬鈴しょ普

及展示圃事業」を開始した。

　今後、種馬鈴しょの供給に関しては、ＤＩＮＡＳの管理体制の強化を継続して行うと

ともに、関係機関との連携を強化していく。地場流通の状況についてのモニタリングを

行い、フォローアップ及び流通促進を指導する予定である。ＢＢＵのマーケティング体
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制強化を継続指導（安定的ユーザーの確保、Ｇ３配布時期早期化、販売実務上の諸課題

について条件整備等）し、改善していく。また、新聞やテレビ等を通じ国産種馬鈴しょ

のニーズ拡大対策を強化、広域流通を含めた販売ルートの多様化の検討を行う。さらに、

ＤＩＮＡＳ、ＢＢＵにおける種馬鈴しょ流通に関する情報の収集管理体制を強化する。

　プロジェクトの活動は軌道に乗り始めたところであり、本項目の達成度は「２」と評

価された。

４－３－３　種馬鈴しょ検査体制の改善

(１) 全国版種馬鈴しょ検査基準の策定

　1998年度に派遺された短期専門家により、1997年３月に施行された暫定検査基準の施

行結果の評価、実態把握のための現地調査、見直し案の指導、インドネシア側で作成さ

れた改正案に対する提案、新基準の施行に必要な事項についての指導が行われた。

　種馬鈴しょ検査基準は西ジャワ州のＢＰＳＢで検討を行い、1999年７月に全国版種馬

鈴しょ検査基準をＤＩＮＡＳが作成、施行された。

　種馬鈴しょ検査基準が既に作成されたことにより、本項目の達成度は「５」と評価さ

れた。

(２) 全国版検査基準の適用状況のモニター

　新基準の運用上における問題点の改善については、これまで特段の指導は行っていな

い。問題が発生した場合に対応することとしている。

　ＢＰＳＢにおいて、実験室の運営を含む技術上の問題点の改善が短期専門家によって

進められ、ネコブセンチュウやアブラムシ、青枯病等の病害虫の分離、同定方法及び抗

血清作成技術について、Ｃ／Ｐとスタッフに技術の向上に向けた指導が行われ、ネコブ

センチュウ検査に関する理解が促進された。また抗血清作成ではコンジュゲートをＣ／Ｐ

独自で作成できるようになり、技術移転は進んでいる。次代検定については、現在、短

期専門家（2001年１月～３月派遣）により指導が行われている。

　残されている技術的問題点は抗血清作成法であり、今後短期専門家を投入予定である。

また、病徴判別技術の向上や次代検定法の向上は、必要に応じて助言を行い改善してい

く。

　現時点では技術移転も順調で、半分進展していることにより、本項目の達成度は「３」

と評価された。



－23－

(３) 全国版検査基準の実施状況の評価

　現在、本項目は未実施であり、達成度は「１」と評価された。

　全国版種馬鈴しょ検査基準の施行後の実行状況について、西ジャワ州以外の６州を念

頭に置きつつ2002年度に評価を行う。

４－４　西ジャワ州における指導体制の強化４－４　西ジャワ州における指導体制の強化４－４　西ジャワ州における指導体制の強化４－４　西ジャワ州における指導体制の強化４－４　西ジャワ州における指導体制の強化

４－４－１　研修計画、カリキュラム、教材の改善

(１) 農業省、ＢＰＳＢ及びＤＩＮＡＳにおける研修企画の改善

　研修準備委員会を開催し、研修コースのフレームワークについて協議し、研修コース

の大枠について、関係者間でコンセンサスが得られた。

　予定した研修は、次の10コースである（カッコ内は対象者)。

１) 採種栽培基礎技術（採種農家候補者）

２) 採種栽培応用技術（採種農家経験者）

３) 種馬鈴しょ検査の啓蒙・種馬鈴しょ検査の準備（採種農家経験者）

４) 種馬鈴しょ農家の講師養成（ＤＩＮＡＳ地方支所職員）

５) 種馬鈴しょ検査体制の強化（ＢＰＳＢ地方支所職員）

６) 種馬鈴しょ栽培運営管理（ＤＩＮＡＳ幹部及び担当職員）

７) 種馬鈴しょ栽培技術（ＢＢＩ技術職員）

８) 網室での増殖技術（ＢＢＩ技術職員）

９) 種馬鈴しょ栽培運営管理（ＢＰＳＢ幹部職員）

10) 種馬鈴しょ検査技術（ＢＰＳＢ技術職員）

　ただし、６）から10）までは他州対応の研修計画である。

　年度ごとに研修コース別プランニングシートの作成を指導し、各コースごとに、実施

時期、期間、対象者、人数、到達目標、担当者（Ｃ／Ｐ、専門家）等を決定した。

　今後とも研修コースを年度ごとに企画し、運営上の改善を行っていく。

　研修企画はコース別にプランニングシートが作成され、軌道に乗って進行している。

折り返し地点にあるので本項目の達成度は「３」と評価された。

(２) ＢＢＩ及びＢＰＳＢにおける研修カリキュラムの改善

　ＢＢＩ、ＢＰＳＢのＣ／Ｐが専門家の指導の下、年度ごとに各研修コースの研修カリ

キュラムを作成し、栽培技術及び運営管理の向上・改善に努めている。

　今後も継続実施し、研修カリキュラムを研修の目的と対象者に応じて作成・改善して

いく。
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　研修カリキュラムをＣ／Ｐが作成できるようになり、本項目の達成度は「３」と評価

された。

４－４－２　北スマトラ州、中部ジャワ州関係者に対する種馬鈴しょ生産技術及び検査技術の

研修による強化

(１) 種馬鈴しょ栽培・検定技術の強化（ＢＢＩ）

　網室管理技術及び圃場での規模の大きな原原種、原種の栽培及び採種栽培の指導に必

要な技術研修を、基礎技術及び応用技術の習得を目的として1999年度４コース、2000年

度５コース実施し、延べ20人が受講した。

　研修後の状況についてフォローするため、北スマトラと中部ジャワの２州については

専門家、西ジャワ州はＣ／Ｐによる現地指導を実施（北スマトラ州：1998年度１回、1999

年度２回、2000年度４回、中部ジャワ州：1999年度５回、2000年度３回）した。

　北スマトラ州ＢＢＩでは、パイプハウスへの灌水の重要性、茎数調査やジャガイモガ

防除の必要性、生産物を収納する倉庫及びコンテナの必要性等を理解し始めた。また、

中部ジャワ州ＢＢＩではパイプハウスを使用したＧ１生産の指導、収量調査の必要性、

ジャガイモガ防除法、種いも保存法等を指導し、生産物を収納する倉庫及びコンテナの

必要性等をＣ／Ｐが理解し始めた。

　今後は研修コースを継続して実施するとともに、専門家と西ジャワ州Ｃ／Ｐによる現

地指導（研修のフォローアップ）を強化し、２州のＢＢＩの種馬鈴しょ生産技術が研修

を通じて向上するよう指導していく。

　２州に対する研修及び研修のフォローアップは進展しており、本項目の達成度は「３」

と評価された。

(２) 種馬鈴しょ検査技術の強化（ＢＰＳＢ）

　病害虫の確認手法を含む基礎技術とともに、より精度の高い検査を行うための応用技

術の習得を目的として、1999年度３コース、2000年度５コースの研修が実施され、延べ

18人が受講した。

　ＢＰＳＢによる２州に対する研修後の状況をフォローする現地指導は、未実施である。

　今後は研修コースを継続して実施するとともに、専門家と西ジャワ州Ｃ／Ｐによる現

地指導（研修のフォローアップ）を強化し、２州のＢＰＳＢの種子検査技術が研修を通

じて向上するよう指導していく。

　２州に対する研修は進展しており、本項目の達成度は「３」と評価された。
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４－４－３　西スマトラ州、ジャンビ州、東ジャワ州、南スラウェシ州の種馬鈴しょ生産・検

査関係者の研修による育成

(１) 種馬鈴しょ生産関係者の育成（ＢＢＩ）

　圃場での原原種、原種の栽培及び採種栽培の指導に必要な、基礎技術の習得をめざす

研修を1999年度３コース、2000年度２コース実施し、延べ20人が受講した。

　今後は研修コースの実施により、種馬鈴しょ生産に必要な基礎技術を指導していく。

　４州に対する研修は進展しており、本項目の達成度は「３」と評価された。

(２) 種馬鈴しょ検査関係者の育成（ＢＰＳＢ）

　種馬鈴しょ検査に必要な基礎技術の習得をめざす研修を1999年度３コース、2000年度

１コース実施し、延べ18人が受講した。

　今後は研修コースの実施により、種馬鈴しょ検査に必要な基礎技術を指導していく

　４州に対する研修は進展しており、本項目の達成度は「３」と評価された。
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第５章　ＰＣＭ評価５項目による評価第５章　ＰＣＭ評価５項目による評価第５章　ＰＣＭ評価５項目による評価第５章　ＰＣＭ評価５項目による評価第５章　ＰＣＭ評価５項目による評価

　今回の５項目評価はプロジェクト中間段階の評価であることから、効率性及び目標達成度を中

心に評価した。なお、文中の評点については、１－５（２）によるものとする。

５－１　実施の効率性５－１　実施の効率性５－１　実施の効率性５－１　実施の効率性５－１　実施の効率性

　次のとおり投入の量、質、タイミングについてはおおむね良好であり、投入は成果の達成に有

効であると認められる。

(１) 投入

１) 専門家派遣

　日本人専門家派遣（長期）は計画どおりに実施されている。ただし、病害虫担当の

専門家が2000年10月から欠員状態である。これについては、インドネシア側から速や

かな派遣が望まれているが、インドネシアにおいてハモグリバエの防除が目下の課題

となっているので、この点を踏まえて専門家をリクルートする必要がある。

　なお、現在派遣中の長期専門家は、ほぼ全員がインドネシア側Ｃ／Ｐと英語及びイ

ンドネシア語で必要なコミュニケーションができており、活動も円滑に行われている。

２) インドネシア側Ｃ／Ｐの配置

　インドネシア側Ｃ／Ｐの配置は計画どおり進んでいる。

　しかし、最近、西ジャワ州農業部のプロジェクトマネージャー及びＢＢＵのＣ／Ｐ

の異動が日本側に事前に通知されることなく行われた。プロジェクトを円滑に実施す

るためには、あらかじめ必要な人事異動情報を日本側に通知することが望まれる。

３) 機材供与及び施設整備

　日本から供与された機材は十分に活用されている。ただし、一部ＢＢＩに供与され

た機材のなかに、機材を据え付けるための実験室スペースが不十分であることにより

いまだ使用されず、保管されたままになっているものが認められた。これについて

ＢＢＩ側は100m2の実験室棟の建設を州に予算要求しているとしていたが、早急な施設

の建設が待たれる。

４) 研修員受入れ

　日本におけるインドネシアＣ／Ｐ研修の受入れはほぼ計画どおりに行われている。

研修は、Ｃ／Ｐの技術習得だけでなく、日本文化の理解に役立っており、派遣専門家

とＣ／Ｐのコミュニケーションが促進される効果が認められる。また、日本での研

修はＣ／Ｐのインセンティブにもなっているようであり、プロジェクトの円滑な実施

に大変効果的であると考えられる。
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(２) 成果の達成状況

　ＰＤＭに示されているように、プロジェクト目標達成のため４つの成果の達成が計画

されている。プロジェクトの上半期における各成果について、指標の数値と対比して達

成状況を５段階評価した結果は次のとおりであるが、全体として成果は良好に達成され

つつあると評価される。

１) 成果１：西ジャワ州のＢＢＩとＢＢＵの優良種馬鈴しょ生産技術が強化される。

◇指標１－１：西ジャワ州のＢＢＩにおいてＧ０、Ｇ１生産が増加し、2003年までに

次のとおり生産が安定する。

Ｇ0：１期当たりの種馬鈴しょ生産数は４万5,000個から６万個

Ｇ1：１期当たりの種馬鈴しょ生産は５万5,000個から７万個（同時に

３ｔ～3.5ｔ）

◇達成状況　：Ｇ０、Ｇ１生産が大きく拡大した。

Ｇ０：13万4,000個

Ｇ１：７万2,000個

◇指標１－２：西ジャワ州のＢＢＩとＢＢＵのＧ２、Ｇ３生産（単収）が2003年９月

までに増加し、次の範囲で安定する。

Ｇ２：15ｔ～20ｔ/ha

Ｇ３：15ｔ～20ｔ/ha

◇達成状況　：ＢＢＵでの生産が安定していないが、過去２期では次のとおり。

Ｇ２：18.1ｔ、18.6ｔ/ha

Ｇ３：18.8ｔ、17.2ｔ/ha

◇評点　　　：４点

◇留意事項　：Ｇ０～Ｇ３までの生産は順調に進んでいる。ただし、ＢＢＵにおける

今後のＧ３の安定生産のためには親会社であるＰＤアグリビジネスに

よる必要な予算の投入が非常に重要である。

２) 成果２：西ジャワ州の種馬鈴しょ生産者の生産技術が向上する。

◇指標　　　：西ジャワ州の種馬鈴しょ（Ｇ４）生産（単収）が2003年９月までにha

当たり10ｔ～15ｔになる。

◇達成状況　：過去３期の生産は5.9ｔ、11.4ｔ、9.7ｔ/ha。種馬鈴しょのサイズは依

然大きい。

◇評点　　　：３点

◇留意事項　：生産者により生産性の差が大きい。
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３) 成果３：西ジャワ州の種馬鈴しょ流通が促進される。

◇指標　　　：西ジャワ州で生産される種馬鈴しょ（Ｇ４）の80％以上が販売され種

子として利用される。

◇達成状況　：昨期を除き過去２年間でほぼ100％のＧ４が販売され、種子として利用

された。

◇評点　　　：３点

◇留意事項　：昨期は馬鈴しょの市場価格の低迷によりＧ４販売はほぼ40％であった。

４) 成果４：西ジャワ州の他州職員、特に北スマトラ、中部ジャワ両州職員に対する

ＢＢＩでの種馬鈴しょ生産技術指導、ＢＰＳＢにおける種馬鈴しょ検査技術指導体制が

強化される。

◇指標　　　：ＢＢＩ、ＢＰＳＢでの研修修了者数が2003年９月までに各50人以上と

なる。

◇達成状況　：1999年度ＢＢＩの研修修了者数は20人、ＢＰＳＰでは同じく18人で

あった。

◇評点　　　：３点

◇留意事項　：2000年度の研修は実施中。

５－２　目標達成度５－２　目標達成度５－２　目標達成度５－２　目標達成度５－２　目標達成度

　ＰＤＭに示されているとおり、本プロジェクトの目標はプロジェクト終了時までに西ジャワ州

において優良種馬鈴しょ（Ｇ４）が年間500ｔ～1,000ｔの範囲で安定生産されることであるが、

既に年間909ｔ生産された実績があり、目標はおおむね良好に達成されつつある。しかしながら、

まだ生産が不安定であることから評点は３とした。

　今後とも安定生産が継続されるためには、特に成果２及び３の成果達成に向けた各活動の強化

が望まれる。とりわけ、成果３に関連して検査済み種馬鈴しょの優良性のＰＲが重要である。ま

た、種馬鈴しょ価格の不安定もプロジェクト目標の達成を左右することから、今後外部条件のマ

イナスの影響についてモニターする必要がある。

　なお、プロジェクト目標と各成果との関係をみると、成果１から３については、プロジェクト

目標達成に効果的かつ不可欠であるが、成果４は他州への技術指導体制が強化されることである

ので、プロジェクト目標（「西ジャワ州の優良種馬鈴しょ生産量が増加する」）との関係をＰＣＭ

手法の論理（因－果関係）に照らしてみると、この成果４がプロジェクト目標達成にかなったも

のではないことは理解されるべきである。
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５－３　効　果５－３　効　果５－３　効　果５－３　効　果５－３　効　果

　プロジェクトの正の効果は次のとおりである。なお、今回調査したところでは負の効果は認め

られなかった。

(１) 本プロジェクトと並行して西ジャワ州で種馬鈴しょ生産拡大計画が開始された。

(２) 多くの企業で種馬鈴しょ生産が開始された。

(３) 西ジャワ州と他州との間の種馬鈴しょ（Ｇ４）流通が拡大している。

(４) 本プロジェクトが日本の小学生の社会科の副読本の題材に採用された。日本の子供た

ちの国際協力の理解促進に資するものとなった。

５－４　計画の妥当性５－４　計画の妥当性５－４　計画の妥当性５－４　計画の妥当性５－４　計画の妥当性

　種馬鈴しょの国内生産の推進については、インドネシア政府の「園芸振興５カ年計画」に主に

次の内容で記載される予定であり、本プロジェクトは同政策に合致する。

・インドネシアは農産物の国際市場の競争に生き残れる対応措置を講じていく。このため比較

的優位性のある園芸作物の生産開発を進めていく。そのなかの１つに馬鈴しょがあげられ

る。

・園芸作物の種苗が農産物の品質に及ぼす重要性は高く、種苗産業の育成は重要である。その

うち国内で生産するべき野菜の１つに馬鈴しょがあげられる。

５－５　自立発展性の見通し５－５　自立発展性の見通し５－５　自立発展性の見通し５－５　自立発展性の見通し５－５　自立発展性の見通し

　本プロジェクトでは西ジャワ州のＣ／Ｐ機関の職員等がこれまで継続して勤務している。西

ジャワ州農業部、ＢＢＩ、ＢＢＵ及びＢＰＳＢのＣ／Ｐに対する技術移転は順調に進んでおり、

既に優良種馬鈴しょの生産、検査をＣ／Ｐがほぼ独力で実施するまでになっている。従って、技

術面での自立発展性は順調に確立されつつあると認められる。ただし、農業省の一部であった

ＢＰＳＢが州政府に移管されるなどにみられる地方分権化の影響で組織制度の変更が進められつ

つあり、こうしたインドネシア側の変化により、今後プロジェクトの自立発展性が阻害されるこ

とも懸念される。

　地方分権化に伴い、各州がプロジェクトの実施に必要な予算手当をすることが求められるが、

現状では研修実施・参加のための経費、機材引取り経費、実験室棟建設経費等必要なインドネシ

ア側の予算措置は必ずしも十分ではない。インドネシア側が予算面、人事面について必要な措置

をすることは、ＰＤＭにも示されているように本プロジェクトの前提条件となっているが、その

前提条件を満たすようにインドネシア側が努力することが、このプロジェクトの自立発展性に

とって極めて重要である。
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第６章　提　言第６章　提　言第６章　提　言第６章　提　言第６章　提　言

　本調査の結果については、合同評価調査団の調査結果を基にして、プロジェクト関係者と協議

のうえミニッツ（中間評価報告書）として取りまとめた。調査団は今後のプロジェクトの円滑な

実施のため、インドネシア側に対し次の提言を行った。

(１) 農業省はプロジェクト実施責任者として、ＢＢＵの親会社であるＰＤアグリビジネス

を含むすべてのＣ／Ｐ機関に対し、管理監督することが必要である。

(２) 地方分権化に伴い、農業省は各州に対してプロジェクト活動が円滑に進むよう指導を

強化するべきである。特に、各州がプロジェクト活動のための十分な予算を確保するこ

とが重要である。

(３) 各Ｃ／Ｐ機関は適切なＣ／Ｐ配置をすることが必要である。Ｃ／Ｐの人事異動の際に

は、後継者へ仕事を十分に引き継ぎ、プロジェクト活動に支障を来さないようにすると

ともに、事前にプロジェクトマネージャー、プロジェクトダイレクター及び日本人専門

家へ連絡することとする。日本人専門家はそれに対して助言や提言をすることができる。

(４) 西ジャワ州農業部による種馬鈴しょ生産拡大計画の実施にあたっては、プロジェクト

活動に影響が出ないよう、施設、機材、スタッフ、予算等についてプロジェクトとは別

のユニットとして実施する必要がある。

(５) 西ジャワ州農業部はＢＢＩ、ＢＢＵ、及びＢＰＳＢのスタッフの参画の下、採種農家

に対する巡回指導を強化する必要がある。

(６) 農業省と西ジャワ州農業部は種馬鈴しょの価格が適正に保たれるよう引き続き努力す

る。また、一般生産農家に対し、Ｇ４のＰＲを行うことが重要である。

(７) 西ジャワ州農業部はＢＢＩに機材設置のための実験室を早急に設置する必要がある。

また、各Ｃ／Ｐ機関は機材維持管理のための予算措置を講じるべきである。

(８) 西ジャワ州農業部とＰＤアグリビジネスは、ＢＢＩとＢＢＵでの線虫対抗植物生産及

び輪作のための予算を確保する必要がある。またＢＰＳＢにおいて後代検定用の圃場と

実験室を準備する必要がある。
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(９) ＰＤアグリビジネスはＢＢＵにおいてＧ３生産のための予算を確保する必要がある。

(10) 各州は西ジャワ州における研修参加経費を準備する必要がある。

(11) 西ジャワ州、中部ジャワ州、及び北スマトラ州は機材引取りのための経費を確保する

必要がある。

(12) また、西ジャワ州で研修のみ行うこととなっている４州（西スマトラ州、ジャンビ州、

東ジャワ州、南スラウェシ州）に関しては、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の円借款事業に

よる施設機材の整備がプロジェクト期間中に実施される見込みが極めて低いということ

もあるので、調査団は農業省に対し、研修の成果を各州のＢＢＩ、ＢＰＳＢで活かすこ

とのできる場がない場合は今後の研修を続行できない旨説明した。それに対し、インド

ネシア側は４州のＢＢＩ、ＢＰＳＢの現状についての資料を提出し、研修の続行を求め

たため、次の３つの条件が確認され、適当と判断された場合、研修を続行することとし

た。

１) 研修を受けた後、研修員が各州において研修の成果をどのように活かしていくかに

ついて説明した文書を各州が提出する。

２) 各州が種馬鈴しょの増殖、検査に関する予算を確保する。

３) 各州が研修参加必要経費（旅費、宿泊費、食費等）を負担する。
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第７章　団長所感第７章　団長所感第７章　団長所感第７章　団長所感第７章　団長所感

　農業省、西ジャワ州農業部等への表敬時における本プロジェクトに対する高い評価と、インド

ネシアにおける重要農業政策の柱の１つとして、今後採択される予定である「園芸作物生産総局

開発５か年計画」で高品質優良種馬鈴しょ生産の重要性が強調されていることは、本プロジェク

トの意義をより高めるものである。

　本プロジェクトも中間段階を迎え、ＢＢＩ、ＢＢＵ、ＢＰＳＢなどＣ／Ｐ機関に対する技術移

転は順調に進展し、増殖栽培、病害虫防除技術等のある面では、既にインドネシア側において十

分自立できる能力が移転できたと認められ、この点は高い評価が与えられる。また、西ジャワ州

では、本増殖システムの州独自予算による拡大計画が進められていることや、民間企業において

も同様のシステムによる種子生産が計画されていることは、本プロジェクトとの波及効果として

評価される。これらのことは、今後、協力の重点がＣ／Ｐ機関に対する個別的な技術移転から、

より重要性を増しているＢＢＩ、ＢＢＵにおける種子増殖生産の運営管理面の指導、採種農家の

技術向上、他州への拡大等に対する協力に徐々にシフトする必要性を感じさせる。

　このうち採種生産については、全体的にはまだ生産性が低く、今後の技術改善が必要である

が、一部には今回の調査で訪問したような優れた生産を行っている採種農家も存在しており、こ

のような農家を目標に全体の技術水準の底上げを図る活動が必要と考えられる。

　「西ジャワ州での種馬鈴しょ流通体制の改善」の項目に関しては、前プロジェクトからの課題

であり「流通が円滑に行われる」というアウトプット目標の概念の捉え方が必ずしも明確になっ

ていないきらいがある。現在、需給計画手法の確立、供給体制改善のために、需給調整会議の開

催、各州からの需要に基づいた配布計画策定、種馬鈴しょの生産・流通実態調査、州農業部によ

る流通全体の管理能力やＢＢＵのマーケティング体制の強化、セミナーや新聞等によるＰＲ・啓

蒙活動等を実施しているが、流通分野の活動は社会経済状況の変化に大きな影響を受けること

や、関係する要素が多いこと等から、活動と成果の関係がみえにくく、評価の判定基準も難し

い。

　2000年のシーズン、種馬鈴しょに対する需要が低迷してＢＢＵ産種子に大量の売れ残りを生じ

た。このことに関して、インドネシア側との協議で、現状は政府の融資制度の急激な拡大により

食用馬鈴しょ市場価格が低下し、種馬鈴しょに対する需要が低迷したという、極めて特殊なケー

スであると評価した点は、本項目評価にあたっての１つの考え方を示したものとなろう。

　本中間評価の１つの重要なポイントが他６州、とりわけ西スマトラ、ジャンビ、東ジャワ、南

スラウェシの４州に対する研修継続の妥当性についてであった。これについてのポイントは、

1997年経済危機以来のインドネシア経済の実態や、ＪＢＩＣによる円借款の可能性が疑問視され

る中で、優良種馬鈴しょを全国に普及し、国産種馬鈴しょの自給率向上を図る農業政策と、西
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ジャワ州における研修を通じて６州の生産・検査関係者を育成するという活動項目に、いかに整

合性を持たせるかにあった。

　これについては、研修の成果が可能な限り活用できる方策を求めて、６州における種馬鈴しょ

生産の現状、圃場、機材の整備状況、予算措置状況等を調査し、さらに実行段階で再度確認する

という条件を付けて現実的な対応がとられることになったほか、評価指標として研修参加人数が

採用された。

　今回ＰＤＭの見直し修正にあたっては、現存のＰＤＭを理論的に適合させることにかなりの議

論が必要で、努力が払われた。

　前ハビビ政権下の、1999年に成立した「地方自治法」及び「中央・地方財政均衡法」が2001年

１月から施行され、地方への権限及び財源の委譲が行われることになっているが、現段階では不

透明な部分が多く、組織機構の変更、突発的な人事異動、州政府による予算確保、権限の所在等

の面で、本プロジェクト推進上は対応に苦慮するところであろう。引き続き農業省による指導と

全体調整が求められる。

　最後に、インドネシア側関係機関と密接な関係を維持しながら、Ｃ／Ｐとの信頼関係向上に努

めている専門家チームの努力に対して、敬意を表したい。
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付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．ミニッツ（中間評価報告書１．ミニッツ（中間評価報告書１．ミニッツ（中間評価報告書１．ミニッツ（中間評価報告書１．ミニッツ（中間評価報告書)))))

２．改訂プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ２．改訂プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ２．改訂プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ２．改訂プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ２．改訂プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ)))))

３．ＰＤＭの変更箇所と変更理由３．ＰＤＭの変更箇所と変更理由３．ＰＤＭの変更箇所と変更理由３．ＰＤＭの変更箇所と変更理由３．ＰＤＭの変更箇所と変更理由

４．農業省新組織図４．農業省新組織図４．農業省新組織図４．農業省新組織図４．農業省新組織図

５．原原種農場（ＢＢＩ）と種子検査所（ＢＰＳＢ）の５．原原種農場（ＢＢＩ）と種子検査所（ＢＰＳＢ）の５．原原種農場（ＢＢＩ）と種子検査所（ＢＰＳＢ）の５．原原種農場（ＢＢＩ）と種子検査所（ＢＰＳＢ）の５．原原種農場（ＢＢＩ）と種子検査所（ＢＰＳＢ）の

　　予算措置状況＝東ジャワ、南スラウェシ、西スマトラ、　　予算措置状況＝東ジャワ、南スラウェシ、西スマトラ、　　予算措置状況＝東ジャワ、南スラウェシ、西スマトラ、　　予算措置状況＝東ジャワ、南スラウェシ、西スマトラ、　　予算措置状況＝東ジャワ、南スラウェシ、西スマトラ、

　　ジャンビ各州の状況　　ジャンビ各州の状況　　ジャンビ各州の状況　　ジャンビ各州の状況　　ジャンビ各州の状況

６．６．６．６．６．1 01 01 01 01 0項目の経済回復促進プログラム項目の経済回復促進プログラム項目の経済回復促進プログラム項目の経済回復促進プログラム項目の経済回復促進プログラム
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